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   いよいよ10月より消費税の引き上げ、軽減税率の導入が始まります。事業者は、消費税10％･

8％の複数税率への対応を求められます。8％の適用は、食品表示法に規定する、酒類を除く食品

などです。みりん風調味料は8％の一方、みりんは酒類で10％とされます。同じ食品でも、出前や

弁当の持ち帰りは8％、店内飲食は10％と、線引きは複雑です。 

 事業者は、領収書・請求書に、２つの税率ごとに、合計額を分けて記載するよう求められま

す。免税や簡易課税の事業者も、お客や取引先から10％・８％に分けるよう求められれば、断る

ことは困難です。 

 本則課税の事業者はさらに、10％か、8％か、区別できるように帳簿を付けて、保存することが求められます。 

こうした変化にも対応すべく各種セミナー等事業を展開して参ります。職員一同全力で取り組んで参りますので

新年度「令和」も引き続き会員の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 ○清  

令和元年度通常総会 

会員相互の情報交換の場となる懇親会 塩原議長による議案進行 

平成30年度第二次補正予算 

「小規模事業者持続化補助金事業」公募が開始！

受付開始：令和元年5月２２日（水） 

一次締切：令和元年6月28日（金）[当日消印有効] 

二次締切：令和元年7月31日（水）[当日消印有効] 

「小規模事業者持続化補助金」は、資金や人材といった経営資源に大きな制約があ

ることに加え、商圏や取り扱う商品・サービスが限定されており、様々な要因による需

要減少の影響を大きく受ける小規模事業者に対し、経営計画の作成支援と一体と

なった販路開拓支援を行い、生産性の向上を図ることを目的とし、原則50万円を上

限に国から補助金（補助率2/3）を交付する制度です。 

※75万円以上の補助対象となる事業に対し、50万円を補助します。 

 

※小規模事業者とは、「常時使用する従業員の数が20人以下（商業・サービス業に

ついては５人以下）の事業者です。 

 

≪補助対象となる取組みの一例≫ 

①広告宣伝・販路開拓 

 新たな顧客層の取組を狙い、チラシを作製・配布、HP作成等 

②商談会・展示会への出店 

 新たな販路を求め、国内外の展示会への出店 

③商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更 

            ※詳細等はお気楽に山形村商工会にご相談ください。 



３ ２ 

令和元年度 通常総会  

  

 
 

新役員が決まる！ 

 
 ４月１３日（土）午後６時３０分より平成３１年

度青年部通常総会が開催されました。本年は役員改選

が行われ新役員が選出されました。 

 

▶部 長       森井稔雄（森井種苗） 

▶副部長    林  武範（㈲水舎屋） 
 (兼会計) 

▶副部長       両角浩一（㈲松本エアーサービス） 

▶監 事    木藤洋正（㈱山形電気） 

▶監 事    籠田利紀（㈱籠田工務店） 

 

 

5月30日（木）には青年部と農村青年会議との合同清

掃活動を実施し、三間沢川内のごみ拾いを行いまし

た。この事業は青年部全国統一事業「“絆”感謝運

動」の一環事業として実施されます。 

 

青年部 

  総 会 概 要 
 令和元年度通常総会は、林和男会長から地域における厳しい経済情勢の中で商工会の役割、今年度の取

り組み等についての挨拶で始まり、塩原郁智氏が議長に就任され、平成３０年度事業報告並びに決算報告

が行われ、永井博監事より監査報告が行われました。続いて令和元年度事業計画並びに特別会計・一般会

計予算（案）、会費賦課基準、定款の一部改正について等が原案通り承認されました。また、役員功労者

等の表彰が執り行われ、その他に本年度、山形村商工会が記帳機械化事業実績優良商工会表彰の受賞報告

がありました。 
 

   令和元年度事業計画 

  ▶基本方針◀ 
１．商工会組織基盤の強化、拡充 

２．店舗事業所リフォーム補助への取組 

３．消費税率引き上げへの対応に向けた窓口相談事業の強化 

４．創業支援に向けた取組 

５．労務対策の推進 

６．商工会中期マスタープランへの取組 
   
   

  ▶表彰関係◀ 
 【全国商工会連合会長表彰】 

   ＊役員功労者   永井  博 様 

   ＊役員功労者   塩原 郁智 様 
 【長野県商工会連合会長表彰】 

   ＊役員功労者   木藤 正信  様 

 【長野県商工会連合会 商工貯蓄共済大口加入者へ記念品】 

   ＊永井  博 様   

 商工会は５月１６日に商工会館２階大会議室に於いて、令和元年度通常総会を開催しまし

た。各関係機関、金融機関の方々そして会員皆様の大勢の出席のもと、本年度の事業計画並

びに予算が承認されました。また、青年部の役員改選が行われ新役員が選出されました。 

山形村商工会会員限定 

店舗・事業所リフォーム補助事業実施中 
事業期間：平成３１年４月１日～令和２年２月２９日 

 村内にある店舗・事業所の改修を予定している会員事業者への補助金制度が始まっています。

内容は村内のリフォーム関連事業者（会員事業者で事前登録が必要）が行う改修工事費の２０％

で上限３０万円です。 

 ◆予算に達し次第募集締切りとなります。予算総額３００万円 

※募集開始受付には申請書等の提出が必要になりますので事前に商工会へご連絡ください。 

  

 ※申請できる会員事業者は２通りあります。 
 ① 店舗・事業所リフォーム工事をしたい会員企業の方 

 ② 店舗・事業所フォーム工事の施工業者（登録会員事業者）になりたい会員企業の方 

☆詳細は山形村商工会にお問い合わせください。☎９８-２２００ 

 

           

 

  

新年度の事業が始まります！ 

  
 ４月１７日（木）に通常総会が開催され、すべての

議案が承認されました。部員のみなさんの意見をお聞

きしながら役員と共に今年度の事業を進めて参ります

のでご参加・ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

＊ いどばた会議のお知らせ ＊ 

 

日時：６月６日（木曜日） 

   午前９時 商工会館集合 

 

内容：信州花フェスタ２０１９ 

   メイン会場の見学 

   （信州スカイパーク） 

 

※参加を希望される方は商工会までお電話ください。 

 女性部員の他、女性部に興味のある方はお気軽に 

お問い合わせください。      Tel（98）2200 

女性部 

 

観光協会 
 

           

 

  

きのこの駒打ち体験開催しました！ 

  
 ４月２１日（日）にきのこの駒打ち体験が実施

されました。今年は商工会館前駐車場での開催と

なり、４５組の方に参加して頂きました。順調に

育ちますと来年の秋にしいたけが収穫できます。 

 

 

           

 

  

アスパラ収穫体験始まりました！ 

  
 ５月１２日（日）よりアスパラ収穫体験が始ま

りました。この時期に旬を迎えるアスパラは甘味

がありジューシーな味わいです。凍霜害の影響が

心配されましたが、大きな被害はなく県内外から

多くのお客様にご参加頂いております。６月９日

（日）までの開催です。  
 


